
 

 

 

 

様式第１号（第６条関係） 

 

住宅用雨水貯留施設設置補助金交付申請書 

 

○○年○○月○○日   

 

（宛先） 安曇野市長 

 

                    申請者 住 所 安曇野市豊科4932番地46 

                        氏 名 安曇野 太郎   ○印 

                        電 話  0263（ 71 ）2000 

 

 次のとおり住宅用雨水貯留施設を設置したいので、補助金を交付されるよう申請しま

す。 

 交付を取り消され、又は交付する額を超える補助金等が交付されたため、補助金等の

返還を求められたときは、納期日までに納付します。 

 なお、納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に

応じ、その未納額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納

付した額を控除した額）につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延損害金を併せ

て市に納付します。 

 

設 置 場 所 安曇野市豊科4932番地46 

製 品 名 、 設 備 内 容 等 ㈱○△×□ ＡＢＣＤタンク 

容 量 ２００リットル 

設 置 完 了 予 定 年 月 日 △△年△△月△△日 

金 額 ７０，０００円 

※ 交 付 申 請 額 ２５，０００円 

※ 100円未満の端数があるときは、切り捨てる。 

 

添付書類 

☑ 見積書・内訳書の写し 

☑ 位置図・計画図 

☑ 設置前の写真 

☑ 納税状況等確認同意書 

□ その他 

 

記載例①タンク等を設置する場合 

※補助金の交付決定まで、２週間程度かかります。 

交付決定後の着工になりますので、余裕を持った申請をお願いします。 

印 

認印

可 

雨水貯留施設の設置に関係する 

購入・工事などの経費の金額を 

ご記入ください。 

タンク等を設置する場合の補助金の上限額は、

購入設置の経費の1/2以内で、容量が100ﾘｯﾄﾙ

以上500ﾘｯﾄﾙ未満のもので25,000円。 

容量が500ﾘｯﾄﾙ以上のもので50,000円になり

ます。 

和暦 

和暦 

「位置図」は設置場所がわかる地図 

（住宅地図、googleＭＡＰ等） 

「計画図」は設置場所敷地内のどこに

設置するかがわかる平面図 

※それぞれ手書きでも可 



 

 

 

 

様式第１号（第６条関係） 

 

住宅用雨水貯留施設設置補助金交付申請書 

 

○○年○○月○○日   

 

（宛先） 安曇野市長 

 

                    申請者 住 所 安曇野市豊科4932番地46 

                        氏 名 安曇野 太郎   ○印 

                        電 話  0263（ 71 ）2000 

 

 次のとおり住宅用雨水貯留施設を設置したいので、補助金を交付されるよう申請しま

す。 

 交付を取り消され、又は交付する額を超える補助金等が交付されたため、補助金等の

返還を求められたときは、納期日までに納付します。 

 なお、納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に

応じ、その未納額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納

付した額を控除した額）につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延損害金を併せ

て市に納付します。 

 

設 置 場 所 安曇野市豊科4932番地46 

製 品 名 、 設 備 内 容 等 合併浄化槽からの転用 

容 量 約１，５００リットル 

設 置 完 了 予 定 年 月 日 △△年△△月△△日 

金 額 ８０，０００円 

※ 交 付 申 請 額 ４０，０００円 

※ 100円未満の端数があるときは、切り捨てる。 

 

添付書類 

☑ 見積書・内訳書の写し 

☑ 位置図・計画図 

☑ 設置前の写真 

☑ 納税状況等確認同意書 

□ その他 

 

記載例②合併浄化槽等を転用する場合 

※補助金の交付決定まで、２週間程度かかります。 

交付決定後の着工になりますので、余裕を持った申請をお願いします。 

印 

認印

可 

雨水貯留施設の設置に関係する 

購入・工事などの経費の金額を 

ご記入ください。 

補助金の上限額は、購入設置の経

費の1/2以内で、合併浄化槽等か

ら転用する場合は、50,000円に

なります。 

和暦 

和暦 

「位置図」は設置場所がわかる地図 

（住宅地図、googleＭＡＰ等） 

「計画図」は設置場所敷地内のどこに

設置するかがわかる平面図 

※それぞれ手書きでも可 


